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１． 超高精細度テレビジョン放送等に係るＨＤＲ（ハイダイナミックレンジ）

の要求条件 

１．１． 基本的な考え方 

 超高精細度テレビジョン放送等に係る HDR の要求条件に関する基本的な考え方は、最

新の衛星デジタル放送方式における要求条件※を踏まえて、次のとおりとする。 

 

・ 超高精細度テレビジョン放送等による高画質な HDRサービスを実現できること。 

・ 将来の技術動向を考慮し、実現可能な技術を採用すること。 

・ 現行の放送サービスや他のデジタル放送メディアとの相互運用性をできる限り確保

すること。 

・ 超高精細度テレビジョン放送に係る衛星デジタル放送方式の技術的条件を踏まえる

こととし、技術的に同一のものとすることが適当な場合については、その内容を準

用すること。 

 

※最新の衛星デジタル放送方式における要求条件 

平成 26年 3月 25日付 情報通信審議会答申「放送システムに関する技術的条件」の

うち「超高精細度テレビジョン放送に関する技術的条件」のうち「衛星基幹放送及び

衛星一般放送に関する技術的条件」 

 

１．１．１ システム 

項目 要求条件 

インターオ

ペラビリテ

ィ 

・ 衛星放送、CATV、IPTV、蓄積メディア等の様々なメディア間で、で

きる限り互換性を有すること。 

・ 既存の SDR-TV用ディスプレイや 4Ｋ用受信機でも HDR-TV映像を違

和感無く表示できること。 

・ HDR-TV対応ディスプレイは SDR-TV映像の表示にも対応できること。 

サービス 
・ 超高精細度テレビジョン（UHDTV）サービスを基本としつつ、高精細

度テレビジョン（HDTV）サービスも可能とすること。 

番組制作、編

成 

・ ライブ放送への適用が可能であること。 

・ HDR-TVと SDR-TVの時分割混在（まだら編成）が可能であること。 

国際展開 ・ 諸外国も容易に導入できるシステムとなるよう考慮すること。 
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１．１．２ 放送品質 

項目 要求条件 

画質 

・ HDR-TVサービスが望まれることを考慮し、できる限り高い画質を保

つこと。 

・ 情報源符号化による画質劣化の時間率ができるだけ小さいこと。 

・ HDR-TVの所要ビットレートが SDR-TV と同等であること。 

 

１．１．３ 技術方式 

項目 要求条件 

映像入力フ

ォーマット

及び符号化

方式 

・ HDR-TVサービスを考慮した映像入力フォーマット及び高効率かつ高

画質な符号化方式であること。 

・ 国際標準との整合がとれていること。 

・ HDR-TVに必須のパラメータを除いて超高精細度テレビジョン放送に

係る衛星デジタル放送方式と整合した映像入力フォーマットである

こと。 

・ SDR-TV（マルチメディアコンテンツを含む）と HDR-TV の併用、識別

及び切替が可能であること。 

・ HDR-TVと SDR-TVのシームレスな切替・表示が可能であること。 

・ HEVC 規格 Main 10 プロファイルによる HDR-TV の符号化が可能であ

ること。 

・ 視聴環境やディスプレイ性能に応じた輝度調整が容易であること。 

・ 受信される映像信号に対して、受信機側での動的な輝度補正を必要

としないこと。 

多重化方式 

・ 超高精細度テレビジョン放送に係る衛星デジタル放送方式に準拠し

た多重化方式であること。 

・ SDR-TV（マルチメディアコンテンツを含む）と HDR-TV の併用、識別

及び切替が可能であること。 

・ HDR-TVと SDR-TVのシームレスな切替・表示が可能であること。 

・ 通信系のサービスとの連携を考慮すること。 

・ 他のサービスとの相互運用性を考慮すること。 

・ 国際標準との整合がとれていること。 
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１．１．４ 受信機 

項目 要求条件 

操作性 

・ 操作が簡単であること。 

・ 所望のサービスの選択が統一的な操作方法で行えることが望まし

い。 

インターフ

ェース 

・ 映像出力については、既存のディスプレイにおける提供について考

慮すること。 

・ 受信機が対応するサービスに応じたインターフェースを有するこ

と。 

仕様 
・ 受信機が満たすべき条件（必須の信号処理など）が開示されている

こと。 

動作 

・ HDR-TV対応受信機は、放送信号上のフラグを識別し、対応したモー

ドでの表示を行うこと。 

・ HDR-TV非対応受信機（放送信号上のフラグを識別できず、HDR-TV用

の性能・特性を備えていない）においても適切な表示が可能である

こと。 

※ HDR-TV（High Dynamic Range TV）：表現する明暗の幅（ダイナミックレンジ）

を拡大した映像方式を採用したテレビジョン放送 

※ SDR-TV(Standard Dynamic Range TV):従来のダイナミックレンジのテレビジョ

ン放送 

 

１．２． 提案された方式と要求条件との整合性 

 放送システム委員会では、要求条件を達成する上で必要となる技術的条件等の募集を

行った。結果、２つの方式を含む１つの提案があった。作業班では、提案された２つの

方式と要求条件との整合性を確認した。 

 超高精細度テレビジョン放送等に係る HDR の要求条件の各項目に対して、検討した方

式との整合性を次に示す。 

 

１．２．１ システム 

項目 要求条件 整合性 

インター

オペラビ

リティ 

・衛星放送、CATV、IPTV、蓄積メディア等の

様々なメディア間で、できる限り互換性を

有すること。 

高度衛星デジタル放送方式の映

像符号化方式及び多重化方式と

の整合性を確保した。 

・既存の SDR-TV 用ディスプレイや 4K用受

信機でもHDR-TV 映像を違和感無く表示で

HLG 方式は、ハイライト部の輝度

が圧縮されるが、変換の必要なく
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きること。 HDR-TV 映像を違和感なく表示可

能であることを確認した。 

PQ 方式は暗部の浮き上がりが目

立つ場合があり、HLG に比べてピ

ーク輝度が低下するが、映像を視

認することは十分可能であるこ

とを確認した。 

いずれの方式もディスプレイに

接続するセットトップボックス

での映像信号処理によってHDRの

方式と接続するディスプレイ性

能に応じた調整が可能である（商

品企画）。 

・HDR-TV 対応ディスプレイは SDR-TV 映像

の表示にも対応できること。 

ディスプレイの EOTF を切り替え

ることで HDR-TVと SDR-TVを表示

可能である。 

サービス 

・超高精細度テレビジョン（UHDTV）サービ

スを基本としつつ、高精細度テレビジョン 

（HDTV）サービスも可能とすること。 

UHDTV サービスを基本としつつ、

HDTV 解像度の HDR サービスを可

能とした。 

番 組 制

作、編成 

・ライブ放送への適用が可能であること。 HLG 方式及び PQ 方式それぞれの

ライブ制作・伝送実験が実施され

ており（IBC2015, InterBEE など

でデモ）、可能性は確認されてい

る。 

・HDR-TVと SDR-TVの時分割混在（まだら編

成）が可能であること。 

SDR-TV と HDR-TV(HLG及び PQ）の

識別を映像ストリーム及び多重

化ストリームで可能とした。 

国際展開 

・諸外国も容易に導入できるシステムとなる

よう考慮すること。 

HLG方式及び PQ方式、並びに HEVC

による映像符号化は国際標準に

準拠しており容易に導入可能で

ある。 
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１．２．２ 放送品質 

項目  整合性 

画質 

・HDR-TVサービスが望まれることを考慮し、

できる限り高い画質を保つこと。 

HEVC Main 10 によって、SDR-TV

の所要ビットレートと同等のビ

ットレートで HDR-TV の所望の画

質が得られることを実験によっ

て確認した。 

SDR 信号を HLG にマッピングして

符号化する場合と SDRのままで符

号化する場合で有意な画質差は

無かった。 

・情報源符号化による画質劣化の時間率がで

きるだけ小さいこと。 

HEVC Main 10 によって、SDR-TV

の所要ビットレートと同等のビ

ットレートで HDR-TV の所望の画

質が得られることを実験によっ

て確認した。 

・HDR-TVの所要ビットレートが SDR-TV と同

等であること。 

HEVC Main 10 によって、SDR-TV

の所要ビットレートと同等のビ

ットレートで HDR-TV の所望の画

質が得られることを実験によっ

て確認した。 

 
１．２．３ 技術方式 

項目  整合性 

映像入力

フォーマ

ット及び

符号化方

式 

・HDR-TV サービスを考慮した映像入力フォ

ーマット及び高効率かつ高画質な符号化

方式であること。 

ITU-R 新勧告案に記載されている

映像方式から選択して採用する

と共に、最新の映像符号化方式

HEVC Main10 プロファイルを採用

した。 

・国際標準との整合がとれていること。 HLG 方式及び PQ方式は、ITU-R 新

勧告案及び HEVC規格 3rd edition

の FDIS (Final Draft Interna-

tional Standard) に記載されて

いる。 

・HDR-TV に必須のパラメータを除いて超高

精細度テレビジョン放送に係る衛星デジ

HDR-TV のための伝達関数とその

識別のみを新たに規定しており、
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タル放送方式と整合した映像入力フォー

マットであること。 

超高精細度テレビジョン放送に

係る衛星デジタル放送方式と整

合している。 

・SDR-TV（マルチメディアコンテンツを含む）

と HDR-TV の併用、識別及び切替が可能で

あること。 

VUI で SDR と HDR(HLG 及び PQ)の

伝達関数の識別を可能としたた

め、SDR-TV と HDR-TV の併用、識

別及び切替が可能である。 

・HDR-TVと SDR-TVのシームレスな切替・表

示が可能であること。 

VUI で SDR と HDR(HLG 及び PQ)の

伝達関数の識別を可能としたた

め、識別情報を用いた HDR-TV と

SDR-TV のシームレスな切替・表示

が可能である。なお、送出運用及

び受信機動作については民間に

おいて運用ガイドラインが定め

られることを想定した。 

・HEVC 規格 Main 10 プロファイルによる

HDR-TVの符号化が可能であること。 

HEVC Main 10プロファイルに準拠

したコーデックでの符号化を確

認した。 

・視聴環境やディスプレイ性能に応じた輝度

調整が容易であること。 

HLG 方式は従来通りのディスプレ

イ調整が可能である。 

PQ 方式はディスプレイ性能に応

じた信号変換により対応が可能

である。 

・受信される映像信号に対して、受信機側で

の動的な輝度補正を必要としないこと。 

HLG 方式及び PQ 方式は共に受信

機側での動的な輝度補正は不要

である。 

多重化方

式 

・超高精細度テレビジョン放送に係る衛星デ

ジタル放送方式に準拠した多重化方式で

あること。 

多重化方式の変更はなく、伝達関

数の識別のみを記述子に追加規

定した。 

・SDR-TV（マルチメディアコンテンツを含む）

と HDR-TV の併用、識別及び切替が可能で

あること。 

記述子で SDR と HDR(HLG及び PQ)

の識別を可能としたため、SDR-TV

と HDR-TV の併用、識別及び切替

が可能である。 

・HDR-TVと SDR-TVのシームレスな切替・表

示が可能であること。 

記述子で SDR と HDR(HLG及び PQ)

の識別を可能としたため、識別情

報を用いた HDR-TVと SDR-TVのシ
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ームレスな切替・表示が可能であ

る。なお、送出運用及び受信機動

作については民間において運用

ガイドラインが定められること

を想定した。 

・通信系のサービスとの連携を考慮するこ

と。 

民間規格で放送・通信連携の規定

がなされている。 

・他のサービスとの相互運用性を考慮するこ

と。 

従来の SDR-TV サービスとの相互

運用が可能である。民間規格で放

送・通信連携の規定がなされてい

る。 

・国際標準との整合がとれていること。 MMT 及び MPEG-2 TS は国際標準に

準拠した方式である。なお、記述

子は民間規格で規定される。 

 
１．２．４ 受信機 

項目  備考 

操作性 

・操作が簡単であること。 HDR-TV が導入されることによる

複雑な受信機操作は不要である。 

・所望のサービスの選択が統一的な操作方法

で行えることが望ましい。 

受信機は SDR-TVと HDR-TVの識別

が可能であり、それに応じた受信

機設計がなされることを想定し

た。 

インター

フェース 

・映像出力については、既存のディスプレイ

における提供について考慮すること。 

HLG 方式は変換なしで適切な表示

が可能。 

いずれの方式もディスプレイに

接続するセットトップボックス

での映像信号処理によって HDRの

方式と接続するディスプレイ性

能に応じた調整が可能である（商

品企画）。 

・受信機が対応するサービスに応じたインタ

ーフェースを有すること。 

民間において受信機規格（望まし

い仕様）が策定されることを想定

した。 
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仕様 

・受信機が満たすべき条件（必須の信号処理

など）が開示されていること。 

民間において受信機規格（望まし

い仕様）が策定されることを想定

した。 

動作 

・HDR-TV 対応受信機は、放送信号上のフラ

グを識別し、対応したモードでの表示を行 

うこと。 

映像ストリーム及び多重化スト

リームでの識別に基づく運用ガ

イドラインが策定され、それに対

応した受信機設計がなされるこ

とを想定した。 

・HDR-TV 非対応受信機（放送信号上のフラ

グを識別できず、HDR-TV 用の性能・特性を 

備えていない）においても適切な表示が可能

であること。 

HLG 方式は違和感なく表示可能で

あることを確認した。 

PQ 方式は暗部の浮き上がりが目

立つ場合があり、HLG に比べてピ

ーク輝度が低下するが、映像を視

認することは十分可能であるこ

とを確認した。 

 
２． 技術的条件 

提案された方式について要求条件との整合性が確認できたことから、HDRに関連する

映像フォーマット、映像符号化方式等の技術動向や標準化の状況を考慮し、以下のとお

り技術的条件をとりまとめた。 

 

２．１． 符号化映像フォーマット 

HLG 方式および PQ 方式の映像信号特性（特に伝達関数。省令では「ガンマ補正」と

称している。）を HDR-TV用に追加規定する。HDR-TVは、ITU-R勧告 BT.2020に準拠する

広色域表色系及び 10ビット量子化とセットで、HDTV 及び 4K/8K UHDTV解像度の映像フ

ォーマットに適用する。 

符号化映像フォーマットのパラメータは、表 1 及び表 2 に示すものとする。 
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表 1 符号化映像フォーマット 

パラメータ 1080/60/I 1080/60/P 2160/60/P 2160/120/P 4320/60/P 4320/120/P 

画面アスペクト比 16:9 

ライン当たり 

有効サンプル数 
1,920 3,840 7,680 

フレーム当たり 

有効ライン数 
1,080 2,160 4,320 

符号化 

サンプリング構造 

𝑌𝑌′, 𝐶𝐶′𝐵𝐵, 𝐶𝐶′𝑅𝑅（非定輝度） 

4:2:0 

画素アスペクト比 1:1 （正方画素） 

フレーム周波数 

[Hz] 

30/1.001, 

30 

60/1.001, 

60 

60/1.001, 

60 

120/1.001, 

120 

60/1.001, 

60 

120/1.001, 

120 

フィールド周波数 

[Hz] 

60/1.001, 

60 
－ 

走査方式 飛越走査 順次走査 

SDR-TV 

画素ビ

ット数 
8-bit, 10-bit 10-bit 

カラリ

メト

リ・伝達

関数 

Rec. ITU-R BT.709, 

IEC 61966-2-4(xvYCC), 

Rec. ITU-R BT.2020 

Rec. ITU-R BT.2020 

HDR-TV 

画素ビ

ット数 
10-bit 

カ ラ リ

メトリ 
Rec. ITU-R BT.2020 

伝 達 関

数 
HLG方式またはPQ方式（表 2参照） 
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表 2 HDR-TVの伝達関数 

HLG方式 PQ方式 

)10(' ≤≤= LLrE

 
)1()ln(' LcbLaE <+−⋅=

 
ただし、rは基準白レベルに対する映像信

号レベルであり r=0.5とする。Lは基準白

レベルで正規化したカメラの入力光に比

例した電圧とし、E′は映像信号のカメラ出

力に比例した電圧とする。a、b、cは定数

であり、a= 0.17883277、b=0.28466892、

c=0.55991073とする。 

𝐸𝐸′ = �𝑐𝑐1+𝑐𝑐2𝐿𝐿
𝑚𝑚1

1+𝑐𝑐3𝐿𝐿𝑚𝑚1
�
𝑚𝑚2

 )10( ≤≤ L  

ただし、Lはカメラの入力光に比例した電圧

とし、L=1が表示輝度 10,000 cd/m2に対応す

るものとする。E′は映像信号のカメラ出力

に比例した電圧とする。m1、m2、c1、c2、c3

は定数であり、以下のとおりとする。 

m1=2610 4096⁄ × 1
4

= 0.1593017578125 

m2=2523 4096⁄ × 128 = 78.84375 
c1=3424 4096⁄ = 0.8359375 = 𝑐𝑐3 − 𝑐𝑐2 + 1 
c2=2413 4096⁄ × 32 = 18.8515625 
c3=2392 4096⁄ × 32 = 18.6875 

 

準拠規格 

(1) Draft new Recommendation ITU-R BT.[HDR-TV]: Image parameter values for high 
dynamic range television for use in production and international programme 

exchange 

(2) ARIB標準規格 STD-B67 1.0版(2015)：Essential parameter values for the extended 

image dynamic range television (EIDRTV) system for program production 

(3) SMPTE Standard ST 2084:2014：High Dynamic Range Electro-Optical Transfer 

Function of Mastering Reference Displays 

 

（理由） 

高ダイナミックレンジテレビジョン(HDR-TV)の映像パラメータについては、国際電気

通信連合無線通信部門(ITU-R)第６研究委員会(SG6)で 2012 年から検討が進められ、

2016 年 2月、新勧告案 BT.[HDR-TV]「制作および国際的な番組交換のために使用する高

ダイナミックレンジテレビの映像パラメータ値」が作成され、採択・承認手続き中であ

る（2016年 3月現在）。本勧告案は、1920×1080、3840×2160、7680×4320の空間解像

度、24Hz から 120Hz までのフレーム周波数、勧告 ITU-R BT.2020 と同じ広色域の映像

に対して、HLG(Hybrid Log-Gamma)方式と PQ(Perceptual Quantization)方式の２方式

を 併 記 し 、 そ れ ぞ れ の OETF (Opto-electronic transfer function) 、 EOTF

（Electro-optical transfer function）、OOTF (Opto-optical transfer function)の
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各伝達関数を規定し、さらに、RGBおよび非定輝度と定輝度の輝度・色差信号形式、10-bit

及び 12-bitの整数デジタル信号表現（量子化特性）並びに 16-bit 浮動小数点表現を規

定している。民間標準化団体においては、HLG 方式は ARIB 標準規格 STD-B67、PQ 方式

は SMPTE ST 2084にそれぞれ規定されているが、両方式の撮像側、表示側、全体特性の

全てを規定したのは ITU-R勧告 BT.[HDR-TV]が初めてである。 

表 1 及び表 2 に示した HDR-TV の映像パラメータは、これら ITU-R 勧告案、ARIB 標

準規格、SMPTE 規格に準拠している。広色域表色系や量子化ビット数 10-bit は超高精

細度テレビジョン放送に係る衛星デジタル放送方式に採用されており、HDR-TV のため

の新たな規定は伝達関数のみである。 

伝達関数については、ここでは放送方式を規定するため、表 2 のとおり撮像側の特

性のみを規定するが、表示側あるいは全体特性については、ITU-R勧告案を参照する必

要がある。なお、PQ方式の伝達関数については、後述の HEVC規格による伝達関数の識

別の規定を踏襲し、EOTF の逆関数を規定することとした。また、表 2 の HLG 方式の伝

達関数は、カメラの入力光 L のレンジを[0:12]として規定しているが、L のレンジを

[0:1]に正規化した場合は、以下の式となる。 







 ≤≤=

12
103' LLE

 






 ≤<+−⋅= 1
12
1)12ln(' LcbLaE

 
HLG 方式と PQ 方式の画質を確認し、HLG 方式と PQ 方式は同等の画質を提供可能であ

ることを確認した。（参考資料１） 

要求条件の一つである SDR ディスプレイ表示互換性を検討した。HLG 方式と PQ 方式

は異なる伝達関数によって映像信号が生成されるため、SDRディスプレイに表示した場

合の画質は異なる。HLG映像を SDRモードで表示した場合、ハイライト部分の輝度は圧

縮されて表示されるが、映像の主要部分は HDR表示と同等に再現され、違和感の無い映

像再現となる。PQ 映像を SDR モードで表示した場合、素材によっては暗部から中間調

が白っぽく浮いた感じで表示されるのが目立つ場合がある。（参考資料２） 

 

２．２． 映像符号化方式 

HDR-TV の映像符号化は、HEVC規格 Main10プロファイルに準拠するものとする。 

 

準拠規格 

(1) Rec. ITU-T H.265(2013)|ISO/IEC 23008-2:2013: High efficiency video coding 
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（理由） 

HEVC 規格は、ITU-Tと ISO/IECが共同で策定した映像符号化方式であり、超高精細度

テレビジョン放送に適した唯一の方式である。HDR-TV に適用するに当たっては、10-bit

の映像に適用可能な Main10プロファイルを採用した。 

HDR-TV の所要ビットレートを HLG方式の映像及び SDR 映像を用いて検討し、SDR の所

要ビットレートと同じビットレートで高品質な HLG 映像を放送することが可能と結論

した。（参考資料３） 

HLG 方式と PQ 方式の符号化画質を比較した。一部の輝度・彩度が高いシーンでは PQ

方式の符号化映像の方で劣化が見られることもあったが、全体としては両方式共に放送

品質を満足する画質が得られた。（参考資料４） 

 

２．２．１ 映像ビットストリームにおける伝達関数の識別 

映像ビットストリームにおける伝達関数の識別は、表 3 に示す VUI (Video Usability 

Information)の transfer_characteristics の値によって行う。 
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表 3 VUIのtransfer_characteristics 

値 特性 備考 

1 V = α * Lc0.45 − ( α − 1 ) for 1  >=  Lc  >=  β 
V = 4.500 * Lc for β > Lc  >=  0 

Rec. ITU-R BT.709 

11 V = α * Lc0.45 − ( α − 1 ) for Lc  >=  β 
V = 4.500 * Lc for β > Lc > −β 

V = −α * ( −Lc )0.45 + ( α − 1 )    for −β  >=  

Lc 

IEC 61966-2-4 

14 V =α * Lc0.45 − ( α − 1 ) for 1  >=  Lc  >=  β 

V = 4.500 * Lc              for  β > Lc  >=  0 
Rec. ITU-R BT.2020, 10-bit 

16 V = ( ( c1 + c2 * Lo
n ) ÷ ( 1 + c3 * Lo

n ) )m for 
all values of Lc 

c1 = c3 − c2 + 1 = 3424 ÷ 4096 = 0.8359375 

c2 = 32 * 2413 ÷ 4096 = 18.8515625 

c3 = 32 * 2392 ÷ 4096 = 18.6875 

m = 128 * 2523 ÷ 4096 = 78.84375 

n = 0.25 * 2610 ÷ 4096 = 0.1593017578125 

for which Lo equal to 1 for peak white is ordinarily 

intended to correspond to a reference outputluminance 

level of 10 000 candelas per square metre 

SMPTE ST 2084 

18 V = a * Ln( 12 * Lc − b ) + c for 1  >=  Lc > 1 ÷ 12 

V = Sqrt( 3) * Lc
0.5 for 1 ÷ 12  >=  Lc >=  

0 

a = 0.17883277, b = 0.28466892, c = 0.55991073 

ARIB STD-B67 

 

準拠規格 

(1) Text of ISO/IEC FDIS 23008-2:201X 3rd Edition 
 

（理由） 

HEVC 規格（第 3版 FDIS）に HLG方式と PQ方式の伝達関数を識別するための規定があ

り、これに準拠することとした。 

 

２．２．２ 多重化層における識別 

MPEG-2 TS 方式による多重化においてはビデオデコードコントロール記述子（ARIB 

STD-B10 に規定）、MMT 方式による多重化においては映像コンポーネント記述子（ARIB 

STD-B60 に規定）をそれぞれ拡張し、VUI による識別と同様に伝達特性を識別可能とす

る。 
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(1) MPEG-2 TS 方式による多重化における識別 
 MPEG2-TS 方式による多重化における識別は、表 4 に示す拡張されたビデオデコード

コントロール記述子によって行う。 

 
表 4 ビデオデコードコントロール記述子 

データ構造 ビット数 ビット列 

表記 

video_decode_control_descriptor(){   

 descriptor_tag  8 uimsbf 

 descriptor_length 8 uimsbf 

 still_picture_flag 1 bslbf 

 sequence_end_code_flag 1 bslbf 

 video_encode_format 4 bslbf 

 transfer_characteristics 2 bslbf 

}   

 

ビデオデコードコントロール記述子の意味： 

still_picture_flag（静止画フラグ）：これは１ビットのフィールドで、「1」の場合は、

このコンポーネントが静止画（MPEG-I ピクチャ）であることを示す。「0」の場合は、

このコンポーネントが動画であることを示す。 

sequence_end_code_flag（シーケンスエンドコードフラグ）：これは 1ビットのフィール

ドで、このコンポーネントがビデオエンコードフォーマットで示される映像フォーマッ

トの終了点において、シーケンスエンドコード（MPEG-2 Video 規格の場合。MPEG-4 AVC

規格および HEVC規格の場合はエンド・ オブ・シーケンス NALユニット。以下同様。）を

送信するストリームであるか否かを示す。「1」の場合は、その映像ストリームはシーケ

ンスエンドコードが送信されるストリームであることを示し、「0」の場合は、シーケン

スエンドコードが送信されないストリームであることを示す。 

video_encode_format（ビデオエンコードフォーマット）：これは 4ビットのフィールド

で、表 5 に従い、このコンポーネントのエンコードフォーマットを示す。 
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表 5 ビデオエンコードフォーマット 

ビデオエンコードフォーマット 記述 

0000 1080/P 

0001 1080/I 

0010 720/P 

0011 480/P 

0100 480/I 

0101 240/P 

0110 120/P 

0111 2160/60/P 

1000 180/P 

1001 2160/120/P 

1010 4320/60/P 

1011 4320/120/P 

1100 - 1111 ビデオエンコードフォーマットの拡張用 

 

transfer_characteristics（伝達特性）：これは 2ビットのフィールドで、表 6 に従っ

て映像信号の伝達特性を識別する。 

 

表 6 伝達特性 

伝達特性の値 意味 

00 

VUI の transfer_characteristics = 1, 

11 または 14（Rec. ITU-R BT.709-5, IEC 

61966-2-4または BT.2020） 

01 
VUI の transfer_characteristics = 16

（SMPTE ST 2084） 

10 
VUI の transfer_characteristics = 18

（ARIB STD-B67） 

11 映像伝達特性を指定しない 

 

(2) MMT 方式による多重化における識別 
 MMT 方式による多重化における識別は、表 7に示す拡張された映像コンポーネント記

述子によって行う。 
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表 7 映像コンポーネント記述子の構成 

データ構造 ビット数 データ表記 
Video_Component_Descriptor (){   
 descriptor_tag 16 uimsbf 
 descriptor_length 8 uimsbf 
 video_resolution 4 uimsbf 
 video_aspect_ratio 4 uimsbf 
 video_scan_flag 1 bslbf 
 reserved 2 bslbf 
 video_frame_rate 5 uimsbf 
 component_tag 16 uimsbf 
 video_transfer_characteristics 4 uimsbf 
 reserved 4 bslbf 
 ISO_639_language_code 24 bslbf 
 for (i=0; i<N; i++) {   
  text_char 8 uimsbf 
 }   
}   

 

映像コンポーネント記述子の意味： 

video_resolution（映像信号解像度）：この 4ビットのフィールドは、映像信号の垂直

方向の解像度を表し、表 8 に従って符号化される。 

表 8 映像信号解像度 

映像信号解像度の値 意味 

0 映像信号解像度を指定しない 

1 180 

2 240 

3 480（525） 

4 720（750） 

5 1080（1125） 

6 2160 

7 4320 

8 – 15 将来使用のためリザーブ 

 

video_aspect_ratio（映像信号アスペクト比）：この 4ビットのフィールドは、映像信

号のアスペクト比を表し、表 9 に従って符号化される。 
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表 9 映像信号アスペクト比 

映像信号アスペクトの値 意味 

0 映像信号アスペクト比を指定しない 

1 4:3 

2 16:9 パンベクトルあり 

3 16:9 パンベクトルなし 

4 > 16:9 

5 – 15 将来使用のためリザーブ 

 

video_scan_flag（映像スキャンフラグ）：映像信号がインターレース信号の場合は‘0’

とし、プログレッシブ信号の場合は‘1’とする。 

video_frame_rate（映像信号フレームレート）：この 5ビットのフィールドは、映像信

号のフレームレートを表し、表 10 に従って符号化される。 

 

表 10 映像信号フレームレート 

映像フレームレートの

値 

意味 

0 フレームレートを指定しない 

1 15 

2 24/1.001 

3 24 

4 25 

5 30/1.001 

6 30 

7 50 

8 60/1.001 

9 60 

10 100 

11 120/1.001 

12 120 

13 – 31 将来使用のためリザーブ 

 

component_tag（コンポーネントタグ）：これは 16ビットのフィールドである。コンポ

ーネントタグは、コンポーネントストリームを識別するためのラベルであり、MH-スト

リーム識別記述子内のコンポーネントタグと同一の値である。（ただし、MH-ストリー

ム識別記述子が MPT内に存在する場合。） 

video_transfer_characteristics（映像信号伝達特性）：この 4ビットのフィールドは、

映像信号の伝達特性を識別し、表 11 に従って符号化される。 



18 
 

 

表 11 映像信号伝達特性 

映像信号伝達特性の値 意味 

0 映像信号伝達特性を指定しない 

1 
VUI の transfer_characteristics = 1

（Rec. ITU-R BT.709-5） 

2 
VUI の transfer_characteristics = 11

（IEC 61966-2-4） 

3 
VUI の transfer_characteristics = 14

（Rec. ITU-R BT.2020） 

4 
VUI の transfer_characteristics = 16

（SMPTE ST 2084） 

5 
VUI の transfer_characteristics = 18

（ARIB STD-B67） 

6 – 15 将来使用のためリザーブ 

 

ISO_639_language_code（言語コード）：この 24ビットのフィールドは、コンポーネン

ト（音声、あるいはデータ）の言語及びこの記述子に含まれる文字記述の言語を識別す

る。言語コードは、ISO 639-2に規定されるアルファベット 3文字コードで表す。各文

字は ISO 8859-1に従って 8ビットで符号化され、その順で 24ビットフィールドに挿入

される。 

例： 日本語はアルファベット 3 文字コードで「jpn」であり、次のように符号化さ

れる。 

「0110 1010 0111 0000 0110 1110」 

text_char（コンポーネント記述）：これは 8 ビットのフィールドである。一連のコン

ポーネント記述のフィールドは、コンポーネントストリームの文字記述を規定する。 

 

準拠規格 

(1) ARIB STD-B10 5.7版 

(2) ARIB STD-B60 1.5版 

 

（理由） 

受信機の動作を補助するため、映像ストリームでの伝達特性の識別に加えて、多重化

ストリームでも伝達特性を識別可能とした。なお、上記の記述子は民間規格（ARIB 標

準規格）に規定されている。 

 



19 
 

(3) 上記以外の規定 
高度衛星デジタル放送方式を準用する。 

 

３． 今後の課題 

３．１． ITU における議論の動向 

2016 年１月から２月にかけて開催された ITU-R SG6 会合では、HDRに関する勧告案が

完成し、承認プロセスへ入ったところである。しかしながら、同会合では、新しい輝度・

色差信号として、定輝度信号𝐼𝐼𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃という、これまで用いられている非定輝度信号

𝑌𝑌′𝐶𝐶′𝐵𝐵𝐶𝐶′𝑅𝑅以外の信号形式に係る新たな提案があった。当該提案については、今後の会合

における継続検討課題となっているところである。 

また、これ以外にも、PQ方式の OOTFの妥当性や、1000 cd/m2を超えるディスプレイ

輝度に対応する HLGのシステムガンマの検討などが継続検討事項とされている。 

したがって、本報告書完成以後にも HDR関連の国際標準は随時更新されていくことが

想定されることから、関係者においては、ITU等国際標準化機関における審議の動向を

注視し、必要に応じて本技術的条件や民間標準規格に反映させていくことが望ましい。 

なお、HDR を含む映像技術の進歩の早さに鑑み、民間標準規格の策定にあたっては、

将来の拡張の余地を十分に考慮したものとすることが求められる。 

 
３．２． 特殊な映像手法との関係 

細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などは、視聴者、特に児童・青少年の

健康に影響を及ぼす可能性があることが知られており、我が国においても過去にアニメ

ーション番組において視聴者の健康に影響を及ぼしたことがある。 

放送事業者のその後の調査の結果、映像手法に関して留意することにより視聴者の健

康に及ぼす影響を最小限に抑えることができることが確認され、1998 年に日本放送協

会と一般社団法人日本民間放送連盟は「アニメーション等の映像手法に関するガイドラ

イン」を制定し、放送界の自主的な共通ルールとして運用されているところである。 

さらに、2005 年に ITU-R 勧告 BT.1702 テレビジョン映像による光感受性発作を抑え

るための指針が策定されたことから、同勧告を参考に 2006 年に一部改訂し、現在は以

下のガイドラインとなっている。 
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アニメーション等の映像手法に関するガイドライン 

 

1. 映像や光の点滅は、原則として１秒間に３回を超える使用を避けるとともに、次の

点に留意する。 

(1)「鮮やかな赤色」の点滅は特に慎重に扱う。 

(2)避けるべき点滅映像を判断するにあたっては、点滅が同時に起こる面積が画面の

１/４を超え、かつ、輝度変化が 10パーセント以上の場合を基準とする。 

(3)前項(1)の条件を満たした上で、(2)に示した基準を超える場合には、点滅は１秒

間に５回を限度とし、かつ、輝度変化を 20 パーセント以下に抑える。加えて、連

続して２秒を超える使用は行わない。 

 

２．コントラストの強い画面の反転や、画面の輝度変化が 20 パーセントを超える急激

な場面転換は、原則として１秒間に３回を超えて使用しない。 

 

３．規則的なパターン模様（縞模様、渦巻き模様、同心円模様など）が、画面の大部分

を占めることも避ける。 

 

視聴者の光感受性は、本来ヒトの特性に基づくものであり、HDRの導入によって何ら

変化するものではなく、また、上記ガイドラインは輝度変化や面積について相対値によ

り規定しているものであるため、HDR映像に対しても同ガイドラインをそのまま適用で

きる可能性はある。 

しかしながら、HDR映像による放送や映像配信は現時点で世界的に見ても限られた範

囲に留まっており、また現場における HDR映像の制作ノウハウもこれから蓄積されてい

く段階であり、HDR映像による生体への影響の臨床的な裏付けおよび知見も得られてい

ない。 

したがって現段階では、HDR 映像に対しても、SDR 映像において実績がある現行の

ITU-R 勧告やガイドラインを継続して暫定的に適用することは、一定の合理性があるも

のと考えられる。今後、HDR映像の普及に応じて、新たに得られた科学的知見を踏まえ、

国際的には ITU-Rの場で、国内的には放送事業者の自主的検討により、映像手法を再検

証し、最適なものとしていくことが望ましい。 
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参考資料１ HLG方式と PQ方式の映像比較デモ 

 

2015 年 12 月 11 日の情通審放送システム委員会・同 HDR 作業班合同会合において、HLG 方式と PQ

方式の映像比較デモを行った。 

 

１．映像素材 

異なる HDR 映像方式を公平に比較するため、同一の映像内容を HLG方式、PQ方式それぞれで表現し

た映像信号をテスト画像とした。株式会社 IMAGICA が販売する HDR 映像表示評価用のテスト画像

「LUCORE（ルコア）」[1]を原画像とした。LUCOREは 4K解像度、16bitの PQ方式の映像信号で頒布さ

れている。表 1-1のピーク輝度 1000cd/m2のディスプレイ上で HLG映像と PQ映像が同等に表示される

ように、図 1-1 の方法で PQ 映像から HLG 映像に変換した。HLGの EOTF は、使用するディスプレイの

特性に合わせて、システムガンマ 1.2、ビデオレベル 50%が 100cd/m2となる特性とした。 

 

表 1-1 ディスプレイ 

ディスプレイ SONY製 BVM-X300（OLED, 30-inch） 

ピーク輝度 1000cd/m2 

HLG EOTF ARIB STD-B67 準拠 OETF の逆関数にシステム

ガンマ 1.2を適用、100cd/m2@ビデオ 50% 

PQ EOTF SMPTE ST 2084準拠 

 

 
図 1-1 PQ信号から HLG信号への変換 

 

２．デモ 

(1) 条件 
ディスプレイ：表 1-1 

(2) 内容 
(a) HLG 原画像と PQ原画像の比較 

(b) HLG 符号化画像と PQ符号化画像の比較（30Mbit/s） 

(c) HLG 原画像と PQ原画像をそれぞれ SDRモードで表示 

(d) HLG 符号化画像と PQ符号化画像をそれぞれ SDRモードで表示 

PQ 信号 

HLG 信号 

PQ EOTF ディスプレイ光 

ディスプレイ光 HLG Inv-EOTF 
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参考資料 

[1] UHD/HDR標準画像「LUCORE（ルコア）」http://www.imagica.com/news/lucore/ 

 
  

内容
マスモニ1

HDR(HLG)
マスモニ2

HDR(HLG)
マスモニ3
HDR(PQ)

HLGとPQの比較（原画像） － HLG原画 PQ原画

HLGとPQの比較（符号化画像） HLG原画
HLG

@30Mbit/s
PQ

@30Mbit/s

内容
マスモニ1

HDR(HLG)
マスモニ2

SDR
マスモニ3

SDR

SDRモニタに表示した
HLGとPQの比較（原画像）

HLG原画 HLG原画 PQ原画

SDRモニタに表示した
HLGとPQの比較（符号化画像）

HLG原画
HLG

@30Mbit/s
PQ

@30Mbit/s

http://www.imagica.com/news/lucore/
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参考資料２ HDR映像信号の SDRディスプレイ表示互換性の検討 

 

HLG方式及び PQ方式それぞれの映像信号を SDRディスプレイに入力して表示する場合の再現特性を

考察した。 

 

１．ディスプレイ EOTFの比較 

SDR、HLG方式、PQ方式の各ディスプレイの EOTF特性を図 2-1に示す。 

 

ディスプレイ EOTF 

SDR 2.4乗ガンマ 

 

HLG HLGの Inv-OETFとシステムガン

マ 1.2 

PQ PQ EOTF（SMPTE ST 2084） 

図 2-1 SDR、HLG方式、PQ 方式のディスプレイ EOTF 

 

２．再現特性の理論的検討 

(1) 想定条件 

以下の条件を想定した。 

・PQ 映像をディスプレイピーク輝度 2000cd/m2、システムガンマ 1.2で制作 

・PQと同じシーン輝度範囲を HLGのフルレンジで制作 

・HDR（HLG 及び PQ）ディスプレイのピーク輝度 2000cd/m2 

・SDR ディスプレイのピーク輝度 500cd/m2 

 

(2) シーン輝度対ディスプレイ輝度 

上記の想定条件におけるシーン輝度対ディスプレイ輝度の特性を図 2-2に示す。 

想定条件において、HLG信号は、ディスプレイ輝度 100cd/m2までは SDRディスプレイと HLG ディス

プレイで同等に表示され、それ以上の輝度は SDRディスプレイでは圧縮されて表示される。一方、PQ

信号は、SDR ディスプレイに表示すると暗部が伸張、ハイライトが圧縮され、全輝度レンジで非線形

な再現となる。また、ピーク輝度 2000cd/m2に対する PQの映像信号レンジは 0から 82.7%であるため、

SDRディスプレイに表示した場合の輝度は、SDRディスプレイのピーク輝度の約 63%（=0.827^2.4乗）

に留まる。従って、HLG信号を SDRディスプレイに表示する場合よりも最大輝度が低くなる。 
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(a) HLG信号入力 (b) PQ信号入力 

  
(a’) HLG信号入力（拡大図） (b’) PQ信号入力（拡大図） 

  
(a”) HLG信号入力 

（ディスプレイピーク輝度で正規化） 

(b”) PQ信号入力 

（ディスプレイピーク輝度で正規化） 

図 2-2 シーン輝度対ディスプレイ輝度 

 

３．エキスパートビューイングによる再現特性の確認 

3.1 テスト画像 

 HLG 方式と PQ方式の映像比較（参考資料１）で用いた IMAGICA製テスト画像「LUCORE(ルコア)」[1]

の非圧縮映像及び 30Mbit/s符号化映像を用いた。 

 

3.2 ディスプレイ 

マスタモニタの表示モードを表 2-1に示す３通りに設定して使用した。 

 

表 2-1 マスタモニタ 

ディスプレイ SONY 製 BVM-X300 

モード HLG PQ SDR 

EOTF HLG EOTF（システム

ガンマ 1.2） 

PQ EOTF SDR(2.4乗) 

ピーク輝度 1000cd/m2 1000cd/m2 700cd/m2 

 

3.3 画質比較 

(1) HDR映像方式に対応した HDRモードで表示 

 ディスプレイモード HLG PQ 

(1) 入力映像 HLG 原画 PQ原画 

 

1000cd/m2のマスタモニタにおいて、HLG と PQの両映像は同等に表示されることを確認した。 
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(2) HDR 映像を SDRモードで表示 

 ディスプレイモード HLG SDR SDR 

(2) 入力映像 HLG原画 HLG 原画 PQ原画 

(3) 入力映像 HLG原画 HLG@30Mbit/s PQ@30Mbit/s 

 

HLG 映像を SDR モードで表示した場合、ハイライト部分の輝度は圧縮されて表示されるが、映像の

主要部分は HDR表示と同等に再現され、違和感の無い映像再現となることを確認した。 

PQ 映像を SDR モードで表示した場合、暗部から中間調が白っぽく浮いた感じで表示されるのが目立

つ場合があることを確認した。 

これらは、原画像、30Mbit/s での符号化画像のいずれも同様であった。 

 

参考 

[1] UHD/HDR標準画像「LUCORE（ルコア）」http://www.imagica.com/news/lucore/ 
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参考資料３ HDR放送の所要ビットレートの検討 

 

１．目的 

HDR 放送の所要ビットレートを検討する。 

 

２．実験計画 

2.1 テスト画像 

HDRカメラで撮影された RAWデータから独立にグレーディングされた HLG方式の映像と SDR映像（い

ずれも 4K解像度）をテスト画像とした（表 3-1参照。提供：NHK）。 

 

表 3-1 テスト画像 

富士山（パン） 

 
第 0フレーム 第 899 フレーム 

海岸（スイカ割り） 

 
第 0フレーム 第 539 フレーム 

海岸（波打ち際） 

 
第 0フレーム 第 889 フレーム 

切子 

 
第 0フレーム 第 775 フレーム 

ラグビー 

 
第 0フレーム 第 1077 フレーム 

ねぶた 

 
第 0フレーム 第 421 フレーム 

 

2.2 SDR映像の HLG映像へのマッピング 

HLG 方式は、映像信号レベル Eʹ≦0.5 において SDR 相当部分を表現するというコンセプトに基づき

設計されている。この領域は SDRの OETF特性と同等であり、SDR映像として制作された信号は単純な

スケーリング処理で HLG信号に変換できる。例えば、SDR 信号を LSB 側に 1 ビットシフトすることに

よって HLG信号として扱うことができる。このようにして HLG信号に変換した SDR信号をここでは SoH 

(SDR on HLG container)と表記する。 
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2.3 符号化 

符号化条件を表 3-2 に示す。SDR 信号の符号化特性を基準に HLG 方式の符号化特性を確認するため

に、SDR 信号をそのまま符号化する場合のほか、SDR 信号を HLG 方式に変換した SoH 信号を符号化す

る場合も比較対象とした。HEVC Main10 プロファイル、レベル 5.1 に準拠したハードウェアエンコー

ダ・デコーダを用い、ビットレートは 4K 映像（SDR）の所要ビットレートの確認実験で用いた値[1]

と同じとした。 

 

表 3-2 符号化条件 

符号化装置 NEC 製 VC-8150/VD-8100 

符号化条件 HEVC Main10、レベル 5.1 

映像フォーマット 3840×2160/59.94/P, 10-bit 

映像種類 SDR, SoH, HLG 

ビットレート 15, 20, 30, 40Mbit/s 

イントラ間隔 0.5 sec. 

 

2.4 客観評価 

原画像と符号化画像の画素値の差を輝度信号の PSNR (peak signal-to-noise ratio)で評価した。

図 3-1 に符号化実験の系統と PSNR 測定ポイントを示す。SoH については、図 3-1(b)に示す 2 つの測

定ポイントで PSNR を測定した。すなわち、符号化歪みだけの SoH(HLG)と、SDR と SoH の間の変換に

伴う量子化誤差も含む SoH(SDR)である。PSNR は、10-bit の映像信号に対して、測定ポイント間での

画素値の平均二乗誤差（MSE: Mean Square Error）から、 

PSNR (dB) = 10 log10  �
10232

MSE � 

によって算出した。 

 

 
図 3-1 実験系統と PSNR測定ポイント 

 

３．実験結果 

3.1 エキスパートビューイング 

ARIB 映像符号化方式作業班委員によるエキスパートビューイングを行った。原画像及び 30Mbit/s

での符号化画像の画質を、図 3-2の系統で、表 3-3のディスプレイを用いて確認した。図 3-2(a)では

HLGの符号化画質を SDRの符号化画質と比較し、図 3-2(b)では SoH(HLG)の符号化画質を SDR の符号化

画質と比較した。 

SDR HEVC Enc HEVC DecSDR→HLG

測定（SDR）

HLG→SDR SoH(SDR)

測定（HLG ）

SDR HEVC Enc HEVC Dec

測定（SDR）

SDR

HLG HEVC Enc HEVC Dec

測定（HLG）

HLG

SoH(HLG)

(a)

(b)

(c)
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(a) HLG信号の HEVC符号化、SDRとの比較 

 

 
(b) SoH信号の HEVC符号化、SDRとの比較 

図 3-2 エキスパートビューイングの系統 

 

表 3-3 ディスプレイ 

 マスタモニタ 民生ディスプレイ 

HDR(HLG) SONY製 BVM-X300（OLED, 30-inch） 

ピーク輝度 1000cd/m2 

ARIB STD-B67準拠 OETFの逆関数にシ

ステムガンマ 1.2 を適用、100cd/m2@

ビデオ 50% 

SONY 製 BRAVIA 75X9405C 

ピーク輝度 1300cd/m2 

システムガンマ 1.2 

SDR SONY製 BVM-X300（OLED, 30-inch） 

ピーク輝度 100cd/m2 

ディスプレイガンマ 2.4 

SONY 製 BRAVIA 65X9405C 

ピーク輝度 600cd/m2 

ディスプレイガンマ 2.4 

 

HLG、SoH(HLG)、SDRの３種類の符号化映像の間で、符号化歪みの見え方は同程度であった。 

 

3.2 PSNRによる客観評価 

それぞれの映像信号における実験結果を PSNR とビットレートの関係（RD 特性）として図 3-3 に示

す。 

 

  
(1) 富士山 (2) 海岸(スイカ割り) 

HDR(HLG)映像

SDR映像 HEVC Enc. HEVC Dec.

HEVC Enc. HEVC Dec.

マスモニ1
HDR

マスモニ2
HDR

マスモニ3
SDR

民生HDR

民生SDR

30Mbit/s

30Mbit/s

SDRHDR
(50%)

SDR映像 HEVC Enc. HEVC Dec.

HEVC Enc. HEVC Dec.

マスモニ1
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マスモニ2
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マスモニ3
SDR
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民生SDR

30Mbit/s
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(3) 海岸（波打ち際） (4) 切子 

  
(5) ラグビー (6) ねぶた 

 
平均 

図 3-3 ビットレート対符号化歪み特性 

 

SoH(HLG)は SDR 信号のレベルを 50%としたものであり、元の SDR 信号よりも符号化が容易となり、

SDR 信号をそのまま符号化する場合と比較すると、いずれのテスト映像においても SoH(HLG)の PSNR

は SDR よりも約 6dB高い。ただし、SoH(HLG)を元の SDR 信号レベル（SoH(SDR)）に戻すと 1ビットの

量子化誤差が増加するため、PSNRは同等となる。このことから、SoH は SDRと同等の符号化品質が得

られると考えられる。 

テスト画像(2)～(5)では、HLG は SoH(HLG)よりも PSNR が 1～3dB 程度低い。HLG 信号が信号レベル

50%以下の SDR 部分と 50%以上のハイライト部から成っていると考えると、HLG 信号の SDR 部分は

SoH(HLG)に近い符号化特性を示し、ハイライト部は SDR では表現できない領域であり、SoH(HLG)より

も符号化難度が上がり、ハイライト部の増加に伴って PSNRが低下すると考えられる。テスト画像(1)

では、SoH(HLG)と HLG の差が無かったが、ビットレートによる PSNR の変化がほとんど無く、符号化

が極めて容易な映像であった。テスト画像(6)は他のテスト画像とは異なり、HLGの PSNRが SoH(HLG)

よりも 10dB以上も高い。このテスト映像は夜景で暗部を多く含み、SDRと HLG では異なる絵作りがさ

れている。特に、このテスト映像の SDRでは、暗部を主体とした表現の結果ノイズが多くなっており、

SDRや SoHの符号化難度が HLGよりも高くなったと考えられる。 
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3.3 HDRの所要ビットレート 

4K(SDR)の所要ビットレート（30－40 Mbit/s）の範囲において、HLG の PSNRは SDRよりも 3dB以上

高く、HLG は SDR よりも広いレンジの輝度表現による大きな品質向上が得られている。また、エキス

パートビューイングにおいて、符号化歪みの有意な差は認められなかった。これらより、SDR の所要

ビットレートと同じビットレートで高品質な HLG映像を放送することが可能と考えられる。 

 

参考 

[1] 平成 25年度情報通信審議会答申 諮問第 2023号（平成 26年 3月 25日） 
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参考資料４ HLG方式と PQ方式の符号化画質比較実験 

 

１．目的 

HDR 放送の２つの映像方式（HLG方式及び PQ方式）を HEVC Main10によって符号化する場合の画質

を確認する。 

 

２．実験計画 

2.1 テスト画像 

異なる HDR 映像方式を公平に比較するため、参考資料１で用いた、同一の映像内容を HLG 方式、PQ

方式それぞれで表現した映像信号をテスト画像とした。 

2.2 符号化 

符号化の条件を表 4-1 に示す。HEVC Main10、レベル 5.1 に準拠したハードウェアエンコーダ・デ

コーダを用い、ビットレートは、4K の所要ビットレート 30Mbit/s～40Mbit/s[2]を参考に 30Mbit/s

とした。 

 

表 4-1 符号化条件 

符号化装置 NEC 製 VC-8150/VD-8100 

符号化条件 HEVC Main10、レベル 5.1 

映像フォーマット 3840×2160/59.94/P 

ビットレート 30Mbit/s 

イントラ間隔 0.5 sec. 

 

2.3 客観評価 

符号化性能を客観的に比較する場合、PSNR (peak signal-to-noise ratio)などの符号化歪みの二

乗誤差に基づく客観量によって評価するのが一般的である。しかし、異なる伝達関数を持つ映像フォ

ーマットの符号化性能を比較する場合、符号化によって映像信号が同程度劣化した場合でも、EOTF

が異なるためにディスプレイに表示される映像（光出力）においては量子化幅が異なるため、ディス

プレイ上に出力される映像の劣化は異なる。このため、今回の場合、PSNRによる符号化性能の比較は

適当でない。そこで、映像信号ではなく、原画像と符号化画像のディスプレイの光出力の比較によっ

て劣化を算出することで符号化性能の評価を行うこととした。このため、均等知覚色空間として国際

照明委員会（Commission Internationale de l'Eclairage: CIE）が推奨している CIE 1976 L*a*b*

色空間[3]上での絶対誤差ΔE を用い、HLG 方式と PQ 方式のそれぞれ原画を基準として符号化映像の

ΔEを算出した。ΔEが小さければ符号化映像は視覚的に原画を忠実に再現しているといえる。 

ΔEに基づく符号化品質の評価は図 4-1に示す手順により行った。 

 

Step 1: 原画および符号化映像出力（YʹCʹBCʹR 4:2:2）を 4:4:4に変換 

Step 2: 各方式の EOTFを適用し、リニア RGBに変換 

Step 3: ピーク輝度 1000cd/m2であるディスプレイを用いることから、1000cd/m2でクリップ処理 

Step 4: クリップしたリニア RGBを XYZに変換した後、式（1）により XYZから L*a*b*に変換 
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Step 5: 式（2）により、L*a*b*の絶対誤差よりΔEを算出 

  ( ) 2/1222 *** baLE ∆+∆+∆=∆     (2) 
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図 4-1 ΔEの算出手順 

 

３．実験結果 

3.1 エキスパートビューイング 

ARIB 映像符号化方式作業班の委員及びオブザーバ並びに情報通信審議会放送システム委員会委員

及び同 HDR 作業班構成員によるエキスパートビューイングを表 4-2 のディスプレイを用いて行った。 

まず、HLG方式と PQ方式の非圧縮画像をサイドバイサイドで比較し、両映像に差が認められないこ

とを確認した。 

次に、HLG方式の非圧縮画像及び HLG方式と PQ方式の両符号化画像をサイドバイサイドで比較した。

テスト画像に速い大きな動きは少なく、原画像の SN 比も良好であり、符号化にとってクリティカル

なシーンは少なく、全体としては両方式共に放送品質を満足すると考えられる画質が得られていた。

しかし、一部の特に赤いインコが画面全体に動きまわる輝度・彩度共に高いシーン（図 4-3(a)）では

符号化歪みが検知され、PQ方式の符号化映像の方で劣化が大きかった。 

 

表 4-2 ディスプレイ 

ディスプレイ SONY 製 BVM-X300（OLED, 30-inch） 

ピーク輝度 1000cd/m2 

HLG EOTF ARIB STD-B67 準拠 OETF の逆関数にシステ

ムガンマ 1.2 を適用、100cd/m2@ビデオ 50% 

PQ EOTF SMPTE ST 2084準拠 

 

3.2 ΔEによる客観評価 

HLG 方式と PQ方式のΔEの時間推移を図 4-2(a)に、PQ方式と HLG方式のΔEの差（PQ−HLG）テスト

画像のフレームごとの平均信号レベル（Average Picture Level: APL）の時間推移を図 4-2(b)に示す。

APL はフレームごとの HLG 方式の映像の Y 信号から算出した。ΔE は映像信号の視覚的な劣化量を示

すため、値が小さいほど原画と符号化映像が視覚的に近いことを意味する。図 4-2(a)に示すように、

HLG方式が PQ 方式に比べΔEが小さい結果となった。また、PQ方式と HLG方式のΔEの差と APLの関

係に注目すると、APLとΔEの差には概ね一定の相関があるが、フレーム番号 7000～8000（シーン A）

では APLの変化に比べてΔEの差が顕著に大きかった。また、APL が 0.1を下回るフレーム番号 16000

～20000（シーン B）では両方式の差はほとんど無かった。シーン Aとシーン Bのサムネイルを図 4-3

に示す。シーン Aはエキスパートビューイングで画質劣化が検知されたシーンであり、シーン Bは女

性が花火を持つ輝度が低いシーンである。 

 

HEVC Encoder (main10)

HEVC Decoder (main10)

XYZ to L*a*b*

422 to 444

HLG/PQ EOTF

RGB to XYZ

Clipping (～1000cd/m2)

XYZ to L*a*b*

422 to 444

HLG/PQ EOTF

RGB to XYZ

Clipping (～1000cd/m2)

ΔE算出

HLG/PQ 原画
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両方式のΔE推移 

 

 
(b) ΔEの差と APL 

図 4-2 HLG方式と PQ方式のΔE比較 

 

 
図 4-3 シーン Aとシーン Bのサムネイル 

 

４．4:2:0符号化のための信号処理の影響 

HLG と PQの間で特にΔEの差が顕著であったシーン Aの絵柄は、他のシーンに比べて特に彩度の高

い映像である。PQ方式の映像において、輝度・彩度が高い場合に CʹBCʹR成分の帯域制限・信号変換に

起因した色劣化が報告されている[4]。そこで、4:2:0への信号変換による劣化について考察した。 

符号化実験で用いた原画は YʹCʹBCʹR 4:2:2 信号であるが、HEVC コーデックのプロファイルは Main10

であり、エンコーダ内部での符号化処理は YʹCʹBCʹR 4:2:0で行われている。一方、ΔEは、RGB 4:4:4

へ変換した後に L*a*b*空間において算出する。すなわち、本実験では CʹBCʹR成分に対する帯域制限／

縮小・拡大処理が行われている。信号処理による色劣化と符号化劣化を切り分けて検証するため、シ

ーン A でΔE の値が最大となったフレームについて、HLG 方式と PQ 方式の原画像をそれぞれ YʹCʹBCʹR 
4:2:2 から YʹCʹBCʹR 4:2:0 へ変換し、再び YʹCʹBCʹR 4:2:0 から YʹCʹBCʹR 4:2:2 へ変換し、原画像と信号

変換後の画像についてΔEを比較することで信号変換のみの視覚的な劣化を算出した。その結果、HLG

方式ではフレーム内平均ΔE が 2.69であったのに対し、PQ方式ではΔEが 3.71 であり、PQ方式が HLG

方式に比べ視覚的な色の劣化がΔE で 1 以上高かった。画面内のΔE の分布を確認すると、特に彩度
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の高いインコの赤い胴体部分において PQ 方式のΔE が顕著に高く、彩度の高い 32×32 画素領域を切

り出しΔE を測定すると HLG 方式に比べ 4 以上高くなっていた。この結果は、[4]で報告された PQ方

式の色劣化を定量的に裏付けるものであり、彩度の高い映像においては、PQ方式の信号処理に起因す

る視覚的な劣化が現れることが示された。MPEG では、この問題を解決するため、補助情報を用いた色

補正が提案され、ガイドラインが発行される予定である。 

 

５．まとめ 

 上記 3.1 及び 3.2 の評価を踏まえ、一部の輝度・彩度が高いシーンでは PQ 方式の符号化映像の方

で劣化が見られることもあったが、全体としては両方式ともに HEVC Main10に特段の修正を加えるこ

となく放送品質を満足する画質が得られるものと判断した。 
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